
 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の命を自分で守れる子供に                  校長 梶原 智 

水泳学習が今週から開始されました。天候にも恵まれてプールから楽しそうな声が聞こえてきます。 

昨年度はコロナ禍ということもあり一学級ごとの水泳学習でしたが，今年度は学年ごとに授業を行ってお 

り，より一層子供たちの笑顔があふれています。 

水泳学習が始まる際に必ず子供たちに伝えることがあります。水泳学習のねらいは，水泳の技能を高め， 

体力向上を目指すだけではなく，自分の命を守るための学習でもあるということです。特に夏場になると 

全国各地で老若男女を問わず水の事故がたくさん起こっています。泳ぐ楽しさや気持ちよさだけでなく， 

水の怖さも水泳の授業でしっかり学んでほしいと思います。また，水泳学習にあたっては，たくさんの保 

護者の皆様に見守りのご協力をいただいております。この場を借りて改めて感謝申し上げます。 

6 月 12日(月)には，全市一斉の「シェイクアウト訓練」が行われました。地震発生時にまずとるべき 

3 つの安全行動「まず低く，頭を守り，動かない」を地震への備えとして実施しました。 

本日保護者の皆様には引き渡し訓練にもご協力いただきありがとうございました。今後も子供たちの防 

災意識や安全意識を高められるような活動を充実させ「自分の命は自分で守る」という姿勢を育てていき 

たいと考えています。 

 

～ いじめ防止「学校・家庭・地域」連携コーナー① ～ 

「いじめ」の防止のためには，学校だけでなく家庭や地域の協力や連携が不可欠です。学校 

だよりの場を使って保護者の皆様や地域の皆様といじめに関する事柄も共有していきたいと 

思います。今回は，あらためて「いじめ」についての定義を再確認したいと思います。 

＜いじめの定義＞ 

 

 

 

 

 

ご家庭に配付しました「いじめ防止『学校・家庭・地域連携シート』」にも書いてありますように 

“集団ではなくても，一回だけだとしても，悪意がなく遊びのつもりでも，どんな理由があっても相手が 

「嫌だ。苦痛だ」と感じたら，それは『いじめ』”となります。 

 ＜いじめの類型＞ 

 

 

 

 

 今後も学校ではいじめの訴えがあったときは，“丁寧な事実確認”に努めてまいります。そして聞き取った 

内容につきましては，双方の保護者の方に連絡し，お伝えしていくことにしています。学校と家庭の連携した

取組にご理解，ご協力をよろしくお願いいたします。 
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令和５年度 協働型学校評価重点目標                                                                                              

○進んで気持ちのよいあいさつができる子供を育てる   ○進んで健康な体をつくる子供を育てる                                               

「いじめ」とは，「児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生

徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネ

ットを通じて行われるものも含む）であって，当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じ

ているもの」とする。                 ※「いじめ防止対策推進法」より 

①相手が嫌だと分かっていてわざとしたもの → 「故意あり」と言えるもの。 

②相手が嫌だと分からなかった。少し考えれば分かるもの → 「過失あり」と言えるもの。 

③相手が嫌だと分からなかった。考えても分からないもの → 「故意も過失もない」もの。 



行事予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個人面談」よろしくお願いします 
７月２４日（月）から３１日（月）に個人面談を実施いたします。日程調整等について，ご協力をいただき 

ありがとうございます。４月から夏休み前までのお子さんの学校や家庭での様子等について，担任と情報を共 
有したり，話し合ったりしていただく機会にしたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

熱中症の予防対策について 
これから７月に入ると，ますます蒸し暑い日が増え，子供たちが汗をかく機会も多くなります。学校では 

熱中症にならないよう気を付けて生活させたいと思います。ご家庭におきましても登下校時になるべく帽子 
をかぶる，汗拭き用のハンカチ等を多めに持参するなどの対応をよろしくお願いいたします。 

 

交通安全について ～お願い ～ 

子供たちの登下校中や放課後や休日に遊んでいる様子を目にして，安全面を心配される方から学校へ連絡 

をいただくことが時折あります。その中でよく耳にするのが「急なとび出し」「歩道でなく車道を歩いている」 

「横に広がって歩いている」などです。本校の学区は車のスピードが出やすい広い道路や道幅が狭く見通し 

の悪い道路があります。学校でもＴＶ放送や学級で指導を行うなどしております。 

ご家庭でも安全な歩き方や自転車の乗り方などについて，お子さんにお話しいただければと思います。 

 

夏休みのプール開放について 
７月２４日（月）～３１日（月）の期間(計 6 日)，夏休みのプール開放を実施します。現在プール開放委員 

会において準備を進めております。詳細が決まりましたら，児童及び保護者の皆様にお知らせいたします。 

８月の行事予定 

９日（水） 学校閉庁日 

１０日（木） 学校閉庁日 

１１日（金） 山の日 

１4 日（月） 学校閉庁日 

１５日（火） 学校閉庁日 

１６日（水） 学校閉庁日 

２０日（日） クリーン愛子７：３０～９：００ 

２４日（水） 夏休み最終日 

２５日（木） 夏休みを振り返る会（朝会） 

２５日（水） 短縮４校時限  昼食なし 

12 時 30 分頃下校 

２８日（月） 短縮５校時限 給食開始 

クラブ活動⑤ 

２９日（火） ２年:６校時限開始 

３０日（水） 読み聞かせ 5 年  

６年発育測定 

３１日（木） ともだち:発育測定 

 

 

 
〔行事予定に変更が生じた場合にはご連絡いたします〕 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 土

2 日

3 月
短縮時程(全学年:5校時限)　1年生:5校時限開始

委員会④　集金日　ALT 5 5 5 5 5 5

4 火 ほしぞらまつり①(1・6年生) 5 5 6 6 6 6

5 水 ほしぞらまつり②(2・5年生）　ALT　SC 5 5 5 5 6 6

6 木 PTAあいさつキャンペーン　ほしぞらまつり③(3・4年生) 5 5 6 6 6 6

7 金
PTAあいさつキャンペーン　4年:介護体験講座

3年:総合「森の学習」 5 5 5 6 6 6

8 土
9 日

10 月 短縮時程(全学年:5校時限)　 代表委員会　ALT 5 5 5 5 5 5

11 火 3年:校外学習(宮城消防署 3の2) 5 5 6 6 6 6

12 水 読み聞かせ(3年)  3年:校外学習(宮城消防署 3の3) ALT SC 5 5 5 5 6 6

13 木 読み聞かせ(ともだち)　3年:校外学習(宮城消防署 3の1) 5 5 6 6 6 6

14 金 5 5 5 6 6 6
15 土 ※学校施設開放利用団体清掃活動 8:00～

16 日
17 月 海の日

18 火 5 5 6 6 6 6

19 水 給食最終日(夏休み前) 読み聞かせ(4年)　ALT　SC 5 5 5 6 6 6

20 木 全学年:短縮4校時限　夏休みを迎える会(朝会) 4 4 4 4 4 4

21 金 夏季休業日〔8月24日(木)まで〕　個人面談① - - - - - -
22 土
23 日

24 月 個人面談②　図書館開館日 - - - - - -

25 火 個人面談③　図書館開館日 - - - - - -

26 水 個人面談④　図書館開館日 - - - - - -

27 木 図書館開館日 - - - - - -

28 金 個人面談⑤　図書館開館日 - - - - - -
29 土
30 日 ※仙台市議会議員選挙投票日（体育館が投票所になります）

31 月 個人面談⑥ - - - - - -

日 曜 ７月行事予定 〔授業日数14日〕
学　年　別　授　業　時　数


